
 

一 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案 

新
旧
対
照
表 

○
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）[

附
則
第
九
条
関
係]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
） 

無 

線 
局 

の 

区 

分 

金 
 

 

額 

一
～
九 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

備
考 

 

一
～
四 

〔
略
〕 

 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
四
地
域
」
と
は
、
離
島
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
並
び
に
奄
美
群
島
振
興
開
発

特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原

諸
島
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
の
区
域
を
い
う
。 

 

六
～
十
三 

〔
略
〕 

 

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
） 

無 

線 

局 

の 

区 

分 

金 
 

 

額 

一
～
九 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

備
考 

 

一
～
四 

〔
略
〕 

 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
四
地
域
」
と
は
、
離
島
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別

措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
過
疎
地
域
並
び
に
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小

笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
振
興

特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規

定
す
る
離
島
の
区
域
を
い
う
。 

 

六
～
十
三 

〔
略
〕 

 

 
 



  

二 

○
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）[

附
則
第
十
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
特
別
の
地
方
債
に
係
る
償
還
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
） 

第
五
条 

当
分
の
間
、
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額

の
算
定
に
用
い
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
費
の
種
類
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
数
値
を
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
単
位
費
用
に
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
地
方
団
体
に
つ
い
て
合
算
し
た

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

経
費
の
種
類 

測
定
単
位 

単
位
費
用 

 

一 

〔
略
〕 

二 

過
疎
地
域
の
持

続
的
発
展
等
の
た

め
の
地
方
債
償
還

費 

  

三
～
八 

〔
略
〕 

  

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
等

の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
に
係
る
元
利
償
還
金 

円 

 

千
円
に
つ
き 

七
〇
〇 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
特
別
の
地
方
債
に
係
る
償
還
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

     

経
費
の
種
類 

測
定
単
位 

単
位
費
用 

 

一 

〔
略
〕 

二 

過
疎
地
域
自
立

促
進
等
の
た
め
の

地
方
債
償
還
費 

   

三
～
八 

〔
略
〕 

  

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の

た
め
の
事
業
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
に
係
る
元
利
償
還

金 

円 

 

千
円
に
つ
き 

七
〇
〇 

 



 

三 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定

単
位
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
算
定
の
基
礎
に
よ
り
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
す
る
。 

測
定
単
位
の
種
類 

測
定
単
位
の
算
定
の
基
礎 

表
示
単
位 

一 

〔
略
〕 

二 

過
疎
地
域
の

持
続
的
発
展
等

の
た
め
の
事
業

費
の
財
源
に
充

て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金 

      

〔
略
〕 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
等
の
た
め

の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
で
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令

和
三
年
法
律
第 
 

 

号
）
第
十
四

条
第
三
項
（
同
法
附
則
第
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措

置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

第
十
二
条
第
三
項
（
同
法
附
則
第
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
又
は
旧
過
疎
地
域

活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法

〔
略
〕 

千
円 

２ 

〔
略
〕 

   

測
定
単
位
の
種
類 

測
定
単
位
の
算
定
の
基
礎 

表
示
単
位 

一 

〔
略
〕 

二 

過
疎
地
域
自

立
促
進
等
の
た

め
の
事
業
費
の

財
源
に
充
て
る

た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地

方
債
に
係
る
元

利
償
還
金 

      

〔
略
〕 

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の
た
め
の

事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
で
過
疎
地
域
自
立
促
進

特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第

十
五
号
）
第
十
二
条
第
三
項
（
同
法

附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

又
は
旧
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措

置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
十

二
項
又
は
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
の
合
併

〔
略
〕 

千
円 



  

四 

              

三
～
八 

〔
略
〕 

 

律
第
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同

法
附
則
第
十
二
項
又
は
旧
過
疎
地
域

自
立
促
進
特
別
措
置
法
附
則
第
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
第
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
旧
過
疎
地
域
振
興
特
別
措

置
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
十
九

号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
自
治
大
臣
が
指

定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お

け
る
元
利
償
還
金 

 
 

 
 

              

三
～
八 

〔
略
〕 

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
六
号
）
第
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
旧
過

疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
五

十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
二
条

第
二
項
（
同
法
附
則
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
旧
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
三
十
一

号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
自
治
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に

係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

還
金 

   

 
 

 
 

     

 



 

五 

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）[

附
則
第
十
一
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
） 

第
五
百
八
十
六
条 
〔
略
〕 

２ 

市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
対
し
て
は
、
特
別
土
地

保
有
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一
～
一
の
四 

〔
略
〕 

 

一
の
五 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

三
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
の
う
ち

政
令
で
定
め
る
地
区
に
お
い
て
、
製
造
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
政

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
で
政

令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
設
備
に
係
る
工
場
用
の
建
物
の
敷
地
の
用
に
供

す
る
土
地
（
こ
れ
と
一
体
的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
含
む
。
）
及
び
宿
泊
施
設
、
集
会
施
設
若
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
用
に

供
す
る
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
新
築
し
、

又
は
増
築
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷

地
の
用
に
供
す
る
土
地 

 

一
の
六
～
一
の
八 

〔
略
〕 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
） 

第
五
百
八
十
六
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

一
～
一
の
四 

〔
略
〕 

 

一
の
五 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
地
区
に
お

い
て
、
製
造
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該

設
備
に
係
る
工
場
用
の
建
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
（
こ
れ
と
一
体

的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
宿
泊
施

設
、
集
会
施
設
若
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
若
し
く
は

構
築
物
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
新
築
し
、
又
は
増
築
し
た
者
で
政

令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地 

 
 

 

一
の
六
～
一
の
八 

〔
略
〕 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 
 



  

六 

○
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）[

附
則
第
十
二
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

１
～
14 

〔
略
〕 

15 

当
分
の
間
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法 

（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
地
域
内
の
公
営
住
宅
に
係
る
第
四
十
四
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過

し
た
場
合
に
お
い
て
特
別
の
事
由
の
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、「
そ
の
耐

用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
は
」
と
す
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

１
～
14 

〔
略
〕 

15 

当
分
の
間
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
地

域
内
の
公
営
住
宅
に
係
る
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
特

別
の
事
由
の
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を

経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
は
」
と
す
る
。 

 
 

  
 



 

七 

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）[

附
則
第
十
三
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
次
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
に
あ

つ
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
期

間
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区

内
に
お
い
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
の

下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
つ
て
は
改
修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様

替
を
い
う
。
）
の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取
得
又
は
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
等
を
し
た
設
備
（
第

一
項
又
は
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
当
該

地
区
内
に
お
い
て
当
該
個
人
の
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供

し
た
と
き
（
当
該
地
区
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
以
後
五
年
以
内
の
日
の
属
す
る

各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
設
備
を
構
成
す
る
も
の
の
う

ち
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
（
所
有
権
移

 

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
の

表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る

事
業
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
取
得
等
（
取
得
又

は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
つ
て
は
改

修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取

得
又
は
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
取
得
等
を
し
た
設
備
（
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
。
）
を
当
該
地
区
内
に
お
い
て
当
該
個
人
の
当
該
各
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
地
区
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
場

合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
以
後
五

年
以
内
の
日
の
属
す
る
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
設
備

を
構
成
す
る
も
の
の
う
ち
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び

に
構
築
物
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
産
業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却



  

八 

転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
産
業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に

算
入
す
る
金
額
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
以
後
五
年
以
内
で
そ
の
用
に
供
し

て
い
る
期
間
に
限
り
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却

費
の
額
で
当
該
期
間
に
係
る
も
の
の
百
分
の
百
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附

属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
百
四
十
八
）
に
相
当
す
る
金

額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等
の
償
却
費
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
必

要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

地 
 

 

区 

事 
 
業 

設 
 

備 

一 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
令
和
三
年
法
律
第 
 

 

 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
の
う
ち
政
令

で
定
め
る
地
域
及
び
こ
れ
に

準
ず
る
地
域
と
し
て
政
令
で

定
め
る
地
域
の
う
ち
、
産
業

の
振
興
の
た
め
の
取
組
が
積

極
的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

       

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

    

費
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
以
後
五
年

以
内
で
そ
の
用
に
供
し
て
い
る
期
間
に
限
り
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等
に
つ
い
て
同
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
償
却
費
の
額
で
当
該
期
間
に
係
る
も
の
の
百
分
の
百
三
十

二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
百
四

十
八
）
に
相
当
す
る
金
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し
て
計

算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等
の
償
却
費
と
し
て

同
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

 

地 
 

 

区 

事 
 

業 

設 
 

備 

〔
新
設
〕 

         

〔
新
設
〕 

         

〔
新
設
〕 

         



 

九 

し
て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 
二 
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半

島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し

て
指
定
さ
れ
た
地
区
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
促
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

 

三 

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と

し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

  

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

       

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

      

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

    
当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

   

  

一 

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半

島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し

て
指
定
さ
れ
た
地
区
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
促
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

 

二 

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と

し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

  

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

       

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

      

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

    

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

   



  

一
〇 

四 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
促
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 
 

 

４
～
６ 

〔
略
〕 

  

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

第
四
十
五
条 

〔
略
〕 

２ 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
次
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
に
あ

つ
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
期

間
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区

内
に
お
い
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
の

下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
つ
て
は
改
修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様

替
を
い
う
。
）
の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取
得
又
は
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

三 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
う

ち
、
産
業
の
振
興
の
た
め
の

取
組
が
積
極
的
に
促
進
さ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
地
区 

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 
 

 

４
～
６ 

〔
略
〕 

  

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

第
四
十
五
条 

〔
略
〕 

２ 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
の

表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る

事
業
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
取
得
等
（
取
得
又

は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
つ
て
は
改

修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取

得
又
は
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場

合
（
政
令
で
定
め
る
中
小
規
模
法
人
（
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
八
号
に



 

一
一 

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
（
政
令
で
定
め
る
中
小
規
模
法
人

（
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
八
号
に
規
定
す
る
適
用
除
外
事
業
者
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
新
設
又
は
増
設
に
係
る
当

該
設
備
の
取
得
等
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
等
を
し
た

設
備
（
前
項
又
は
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

を
当
該
地
区
内
に
お
い
て
当
該
法
人
の
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の

用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
地
区
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
場
合
と
し
て
政
令

で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
供
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
五
年
以
内
の
日
を
含
む
各
事
業
年
度
の
当
該

設
備
を
構
成
す
る
も
の
の
う
ち
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備

並
び
に
構
築
物
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
産
業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の

償
却
限
度
額
は
、
供
用
日
以
後
五
年
以
内
（
同
項
に
お
い
て
「
供
用
期
間
」
と

い
う
。
）
で
そ
の
用
に
供
し
て
い
る
期
間
に
限
り
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等

の
普
通
償
却
限
度
額
（
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
）
と
特
別

償
却
限
度
額
（
当
該
普
通
償
却
限
度
額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の

附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
四
十
八
）
に
相
当
す
る
金

額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
（
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

規
定
す
る
適
用
除
外
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
法
人
に
あ

つ
て
は
、
新
設
又
は
増
設
に
係
る
当
該
設
備
の
取
得
等
を
す
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
等
を
し
た
設
備
（
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
当
該
地
区
内
に
お
い
て
当
該
法
人
の
当
該
各

号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
地
区
の
産
業
の
振
興

に
資
す
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
用
に
供
し

た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
供
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
五
年
以
内
の
日

を
含
む
各
事
業
年
度
の
当
該
設
備
を
構
成
す
る
も
の
の
う
ち
機
械
及
び
装

置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取

引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
産

業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
限
度
額
は
、
供
用
日
以
後
五
年
以
内
（
同

項
に
お
い
て
「
供
用
期
間
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
用
に
供
し
て
い
る
期
間
に
限

り
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
含
む
。
）
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
産
業
振
興
機
械
等
の
普
通
償
却
限
度
額
（
第
五
十
二
条
の
二
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
金
額
）
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
普
通
償
却
限
度
額
の
百

分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
四
十
八
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
（
第
五
十
二
条
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償

却
不
足
額
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
併
等
特
別
償
却
不
足
額
に
相
当



  

一
二 

合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
不
足
額
又
は
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
合
併
等
特
別
償
却
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

と
す
る
。 

地 
 

 

区 

事 
 

業 

設 
 

備 

一 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
過
疎
地
域
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
地
域
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
地
域
と
し
て
政
令
で
定

め
る
地
域
の
う
ち
、
産
業
の

振
興
の
た
め
の
取
組
が
積
極

的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 

二 

半
島
振
興
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興

対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定

さ
れ
た
地
区
の
う
ち
、
産
業

の
振
興
の
た
め
の
取
組
が
積

極
的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

        

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

   

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

     

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。 

  

地 
 

 

区 

事 
 

業 

設 
 

備 

〔
新
設
〕 

          

一 

半
島
振
興
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興

対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定

さ
れ
た
地
区
の
う
ち
、
産
業

の
振
興
の
た
め
の
取
組
が
積

極
的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と

〔
新
設
〕 

          

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

   

〔
新
設
〕 

          

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 



 

一
三 

し
て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 
三 
離
島
振
興
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興

対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定

さ
れ
た
地
区
の
う
ち
、
産
業

の
振
興
の
た
め
の
取
組
が
積

極
的
に
推
進
さ
れ
る
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 

四 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
第
一
条
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
の
う
ち
、
産
業
の

振
興
の
た
め
の
取
組
が
積
極

的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
地
区 

  

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

     

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 
 

 

３
～
５ 

〔
略
〕 

  

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

 

し
て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 

二 

離
島
振
興
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興

対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定

さ
れ
た
地
区
の
う
ち
、
産
業

の
振
興
の
た
め
の
取
組
が
積

極
的
に
推
進
さ
れ
る
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
地
区 

 

三 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
第
一
条
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
の
う
ち
、
産
業
の

振
興
の
た
め
の
取
組
が
積
極

的
に
促
進
さ
れ
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
地
区 

  

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

     

製
造
業
そ
の
他

の
政
令
で
定
め

る
事
業 

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 
 

 
３
～
５ 

〔
略
〕 

  

（
特
定
地
域
に
お
け
る
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
） 

 



  

一
四 

第
六
十
八
条
の
二
十
七 

〔
略
〕 

２ 
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る

連
結
子
法
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
（
次
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
に
あ
つ
て
は
、
令
和
三
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
期
間
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
期
間
内
に
、
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
当
該
各

号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備

の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、
建
物
及
び
そ
の
附
属

設
備
に
あ
つ
て
は
改
修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
の
た

め
の
工
事
に
よ
る
取
得
又
は
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
（
政
令
で
定
め
る
中
小
規
模
法
人
に
該
当
す
る
連
結

法
人
（
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
七
号
に
規
定
す
る
適
用
除
外
事
業
者
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
連
結
法
人
に
あ
つ
て
は
、
新
設
又
は
増
設

に
係
る
当
該
設
備
の
取
得
等
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
取
得

等
を
し
た
設
備
（
前
項
又
は
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
）
を
当
該
地
区
内
に
お
い
て
当
該
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子
法

人
の
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
地
区
の

産
業
の
振
興
に
資
す
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ

の
用
に
供
し
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
供
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
五

年
以
内
の
日
を
含
む
各
連
結
事
業
年
度
の
当
該
設
備
を
構
成
す
る
も
の
の
う

ち
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
（
所
有
権
移

第
六
十
八
条
の
二
十
七 

〔
略
〕 

２ 

連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る

連
結
子
法
人
が
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る

当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建

設
を
い
い
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
つ
て
は
改
修
（
増
築
、
改
築
、
修

繕
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取
得
又
は
建
設
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
（
政
令
で
定
め
る
中

小
規
模
法
人
に
該
当
す
る
連
結
法
人
（
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
七
号
に

規
定
す
る
適
用
除
外
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
連
結
法
人

に
あ
つ
て
は
、
新
設
又
は
増
設
に
係
る
当
該
設
備
の
取
得
等
を
す
る
場
合
に

限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
等
を
し
た
設
備
（
同
表
の
他
の
号
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
当
該
地
区
内
に
お
い
て
当
該
連
結
親
法
人

又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
し
た

と
き
（
当
該
地
区
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場

合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
供
用
日
」

と
い
う
。
）
以
後
五
年
以
内
の
日
を
含
む
各
連
結
事
業
年
度
の
当
該
設
備
を
構

成
す
る
も
の
の
う
ち
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構

築
物
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
産
業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
限
度



 

一
五 

転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
産
業
振
興
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
限
度
額
は
、
供
用
日
以

後
五
年
以
内
（
同
項
に
お
い
て
「
供
用
期
間
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
用
に
供
し

て
い
る
期
間
に
限
り
、
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
三
十
一

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
（
第
六
十
八
条
の
四
十
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
産
業
振
興

機
械
等
の
普
通
償
却
限
度
額
（
第
六
十
八
条
の
四
十
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
）

と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
普
通
償
却
限
度
額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及

び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
四
十
八
）
に
相
当

す
る
金
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
（
第
六
十
八
条
の
四
十
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
不
足
額
又
は
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
合
併
等
特
別
償
却
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し

た
金
額
）
と
す
る
。 

地 
 

 

区 

事 
 

業 

設 
 

備 

一 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

  

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

   

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

額
は
、
供
用
日
以
後
五
年
以
内
（
同
項
に
お
い
て
「
供
用
期
間
」
と
い
う
。
）

で
そ
の
用
に
供
し
て
い
る
期
間
に
限
り
、
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け

る
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
（
第
六
十
八
条
の
四
十
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
産
業
振
興
機
械
等
の
普
通
償
却
限
度
額
（
第
六
十
八
条
の
四
十
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
金
額
）
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
普
通
償
却
限
度
額
の
百
分
の

三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の

四
十
八
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
（
第
六
十
八
条
の
四
十

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却

不
足
額
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
併
等
特
別
償
却
不
足
額
に
相
当
す

る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。 

  

地 
 

 

区 

事 
 

業 

設 
 

備 

〔
新
設
〕 

    

〔
新
設
〕 

    

〔
新
設
〕 

    



  

一
六 

  
二 
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

    

三 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

    

四 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
四
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

  

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

     
同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

     

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

る
規
模
の
も
の 

 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

  

一 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

    

二 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

    

三 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

地
区 

  

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

     

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

     

同
号
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
業 

  

  

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め

る
規
模
の
も
の 

 

当
該
地
区
内
に

お
い
て
営
む
当

該
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
設
備

で
政
令
で
定
め



 

一
七 

る
規
模
の
も
の 

 
 

 

３
～
５ 
〔
略
〕 

 

る
規
模
の
も
の 

 
 

 

３
～
５ 

〔
略
〕 

 
 

   
 



  

一
八 

○
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）[

附
則
第
十
四
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
村
地
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区

域
（
大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
そ
の
人

口
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
市
の
区
域
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

 

一
・
二 

〔
略
〕 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
で
あ
っ
て
、
過
疎
地
域
の
持

続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
も
の 

  

（
基
本
計
画
） 

第
四
条 

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導

入
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

基
本
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
と
と
も
に
、
国
土
形
成
計
画
、
首
都
圏

整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
、
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発

計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

 

（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

    

一
・
二 

〔
略
〕 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
で
あ
っ
て
、
過
疎
地
域
自
立

促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
も
の 

  

（
基
本
計
画
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

  
２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

基
本
計
画
は
、
基
本
方
針
に
即
す
る
と
と
も
に
、
国
土
形
成
計
画
、
首
都
圏

整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
、
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発

計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
計



 

一
九 

計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
及
び
道
路
、
鉄

道
等
の
施
設
に
関
す
る
国
の
計
画
並
び
に
都
市
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

  

（
実
施
計
画
） 

第
五
条 

市
町
村
は
、
農
村
地
域
内
の
一
定
の
地
区
を
定
め
、
当
該
地
区
へ
の

産
業
の
導
入
に
関
す
る
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
８ 

〔
略
〕 

９ 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
過
疎
地
域
の
区
域
内
の
一
定
の
地
区
を
定
め
て
、
こ
れ
に
つ
き

実
施
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
施
計

画
（
実
施
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
実
施
計
画
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
七
条
第
一
項
の
持
続
的
発
展
方
針

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
実
施
計
画
を
、
当
該
市

町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
て
同
法
第
八
条
第
一
項
の
市
町
村
計
画
の
内
容
の

一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

市
町
村
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
市
町
村
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
お
け
る

同
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の

画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
及
び
道
路
、
鉄
道

等
の
施
設
に
関
す
る
国
の
計
画
並
び
に
都
市
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

  

（
実
施
計
画
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

  

２
～
８ 

〔
略
〕 

９ 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

の
区
域
内
の
一
定
の
地
区
を
定
め
て
、
こ
れ
に
つ
き
実
施
計
画
を
定
め
、
又

は
こ
れ
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
施
計
画
（
実
施
計
画
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
実
施
計
画
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
同
法
第
五
条
第
一
項
の
自
立
促
進
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
実
施
計
画
を
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を

経
て
同
法
第
六
条
第
一
項
の
市
町
村
計
画
の
内
容
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

市
町
村
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
六
条

第
一
項
の
市
町
村
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
七
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
、「
準
用
す
る
。
こ



  

二
〇 

は
、
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」

と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
、
前
項
中
「
の
提
出
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
を
変
更
し
た
旨

の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
」
と
す
る
。 

 

の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
、
前
項
中
「
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
を
変
更
し
た
旨
の
報
告
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」

と
す
る
。 

 
 

   
 



 

二
一 

○
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）[

附
則
第
十
五
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

１
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

整
備
事
業
で
昭
和
六
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
第
二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
ダ
ム
等
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
指
定
ダ
ム
等
の
第
二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
指
定
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
規
定
す
る
年
度
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

読
み
替
え
る
字
句 

読
み
替
え
る
規
定 

 

〔
略
〕 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発

展
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
令
和
三
年

法
律
第 

 
 

号
）
第

十
三
条
第
二
項
並
び
に

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句 

 

〔
略
〕 

十
分
の
五
・
五 

    

昭
和
五
十
九

年
度
以
前
の

各
年
度 

〔
略
〕 

三
分
の
二 

    

昭
和
六
十
年

度 

 

〔
略
〕 

十
分
の
六 

    

 
 

 

附 

則 

１
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

〔
略
〕 

     

 
 

読
み
替
え
る
字
句 

読
み
替
え
る
規
定 

 

〔
略
〕 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
（
平
成
十
二

年
法
律
第
十
五
号
）
第

十
一
条
第
二
項
並
び
に

別
表
教
育
施
設
の
項
及

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句 

 

〔
略
〕 

十
分
の
五
・
五 

    

昭
和
五
十
九

年
度
以
前
の

各
年
度 

〔
略
〕 

三
分
の
二 

    

昭
和
六
十
年

度 

 

〔
略
〕 

十
分
の
六 

    



  

二
二 

別
表
教
育
施
設
の
項
及

び
消
防
施
設
の
項 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発

展
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
別
表
児
童
福

祉
施
設
の
項 

         

〔
略
〕 

  

十
分
の
五
・
五

（
国
又
は
地

方
公
共
団
体

以
外
の
者
が

設
置
す
る
保

育
所
又
は
幼

保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園

に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、

三
分
の
二
） 

  

〔
略
〕 

  

三
分
の
二 

            

〔
略
〕 

  

十

分

の

六

（
国
又
は
地

方
公
共
団
体

以
外
の
者
が

設
置
す
る
保

育
所
又
は
幼

保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園

に
係
る
も
の

に

あ

つ

て

は
、
三
分
の

二
） 

 

〔
略
〕 

 
 

 
 

７
・
８ 

〔
略
〕 

び
消
防
施
設
の
項 

 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
別
表
児
童
福

祉
施
設
の
項 

          

〔
略
〕 

  

十
分
の
五
・
五

（
国
又
は
地

方
公
共
団
体

以
外
の
者
が

設
置
す
る
保

育
所
又
は
幼

保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園

に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、

三
分
の
二
） 

  

〔
略
〕 

  

三
分
の
二 

            

〔
略
〕 

  

十

分

の

六

（
国
又
は
地

方
公
共
団
体

以
外
の
者
が

設
置
す
る
保

育
所
又
は
幼

保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園

に
係
る
も
の

に

あ

つ

て

は
、
三
分
の

二
） 

 

〔
略
〕 

 
 

 
 

７
・
８ 

〔
略
〕 

 
 

 
 



 

二
三 

○
集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）[

附
則
第
十
六
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
集
落
地
域
整
備
基
本
方
針
） 

第
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
集
落
地
域
に
つ
い
て
、
そ
の
整
備
又
は
保
全
に

関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

基
本
方
針
は
、
国
土
形
成
計
画
、
首
都
圏
整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
、

中
部
圏
開
発
整
備
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発
計
画
、
沖
縄
振
興
計
画
、
山
村
振

興
計
画
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振

興
に
関
す
る
計
画
及
び
道
路
、
河
川
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
等
の
施
設
に
関
す

る
国
の
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
６ 

〔
略
〕 

 

（
集
落
地
域
整
備
基
本
方
針
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

  

２ 

〔
略
〕 

３ 

基
本
方
針
は
、
国
土
形
成
計
画
、
首
都
圏
整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
、

中
部
圏
開
発
整
備
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発
計
画
、
沖
縄
振
興
計
画
、
山
村
振

興
計
画
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興

に
関
す
る
計
画
及
び
道
路
、
河
川
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
等
の
施
設
に
関
す
る

国
の
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
６ 

〔
略
〕 

 

 
 

   
 



  

二
四 

○
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）[

附
則
第
十
七
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
農
林
業
等
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
） 

第
四
条 

そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
が
特
定
農
山
村
地
域
で
あ
る
市
町
村

は
、
当
該
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
そ
の
他
の
事
業
の
活
性
化
の

た
め
の
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
基
盤
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

基
盤
整
備
計
画
は
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業

振
興
地
域
整
備
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計

画
、
地
域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計

画
及
び
都
市
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８
・
９ 

〔
略
〕 

 

 

（
農
林
業
等
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
） 

第
四
条 

そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
が
特
定
農
山
村
地
域
で
あ
る
市
町
村

は
、
当
該
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
そ
の
他
の
事
業
の
活
性
化
の

た
め
の
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
基
盤
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

基
盤
整
備
計
画
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業
振

興
地
域
整
備
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
、

地
域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計
画
及

び
都
市
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８
・
９ 

〔
略
〕 

 
 

  
 



 

二
五 

○
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）[

附
則
第
十
八
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
活
性
化
計
画
の
作
成
等
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２
～
９ 

〔
略
〕 

 

活
性
化
計
画
は
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業
振

興
地
域
整
備
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
、

地
域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計
画
並

び
に
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八

条
の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
と
の
調
和
が
保
た

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

・

 

〔
略
〕 

 

 

（
活
性
化
計
画
の
作
成
等
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２
～
９ 

〔
略
〕 

 

活
性
化
計
画
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
、
地

域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計
画
並
び

に
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条

の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
と
の
調
和
が
保
た
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

・

 

〔
略
〕 

 
 

  
 



  

二
六 

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）[

附
則
第
十
九
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

別
表
第
五
（
第
十
二
条
関
係
） 

貸
付
金
の
種
類 

利 
 

 
 

率 

償
還
期
限 

据
置
期
間 

一
～
四 

〔
略
〕 

五 

山
村
振
興
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
六

十
四
号
）
第
十
七
条

又
は
過
疎
地
域
の
持

続
的
発
展
の
支
援
に

関
す
る
特
別
措
置
法

（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

 
 

号
）
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
資

金
に
該
当
す
る
次
に

掲
げ
る
資
金
で
あ
っ

て
、
別
表
第
一
第
八

号
の
下
欄
の
ヨ
、
ネ

若
し
く
は
ナ
に
掲
げ

る
も
の
又
は
果
樹
の

〔
略
〕 

               

〔
略
〕 

               

〔
略
〕 

               

別
表
第
五
（
第
十
二
条
関
係
） 

貸
付
金
の
種
類 

利 
 

 

率 

償
還
期
限 

据
置
期
間 

一
～
四 

〔
略
〕 

五 

山
村
振
興
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
六

十
四
号
）
第
十
七
条

又
は
過
疎
地
域
自
立

促

進

特

別

措

置

法

（
平
成
十
二
年
法
律

第
十
五
号
）
第
二
十

六
条
に
規
定
す
る
資

金
に
該
当
す
る
次
に

掲
げ
る
資
金
で
あ
っ

て
、
別
表
第
一
第
八

号
の
下
欄
の
ヨ
、
ネ

若
し
く
は
ナ
に
掲
げ

る
も
の
又
は
果
樹
の

植

栽

若

し

く

は

育

〔
略
〕 

               

〔
略
〕 

               

〔
略
〕 

               



 

二
七 

植
栽
若
し
く
は
育

成
、
指
定
永
年
性
植

物
の
植
栽
若
し
く
は

家
畜
の
購
入
に
必
要

な
も
の
の
う
ち
、
主

務
大
臣
の
指
定
す
る

も
の 

 

１ 

２
に
掲
げ
る
資

金
以
外
の
も
の 

  

２ 

当
該
資
金
に
係

る
事
業
が
国
か
ら

補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
資

金 

       
年 

 
 

 

五
分 

（

据

置

期

間

中

は
、
年
四
分
五
厘
） 

年 
 

六
分
五
厘 

（
別
表
第
一
第
八

号
の
下
欄
の
ネ
に

掲
げ
る
資
金
に
つ

い
て
は
、
年
七
分

五
厘
） 

       

二
十
五
年 

  

二
十
五
年 

        
 

八
年 

   
 

八
年 

 
 

 
 

 

成
、
指
定
永
年
性
植

物
の
植
栽
若
し
く
は

家
畜
の
購
入
に
必
要

な
も
の
の
う
ち
、
主

務
大
臣
の
指
定
す
る

も
の 

  

１ 

２
に
掲
げ
る
資

金
以
外
の
も
の 

  

２ 

当
該
資
金
に
係

る
事
業
が
国
か
ら

補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
資

金 

       

年 
 

 
 

五
分 

（

据

置

期

間

中

は
、
年
四
分
五
厘
） 

年 
 

六
分
五
厘 

（
別
表
第
一
第
八

号
の
下
欄
の
ネ
に

掲
げ
る
資
金
に
つ

い
て
は
、
年
七
分

五
厘
） 

       

二
十
五
年 

  

二
十
五
年 

        
 

八
年 

   
 

八
年 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

二
八 

○
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
和
元
年
法
律
第
四
十
二
号
）[

附
則
第
二
十
一
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
は
、
国
土
形
成
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
過

疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る

計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
８ 

〔
略
〕 

 

（
都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
は
、
国
土
形
成
計
画
、
山
村
振
興
計
画
、
過

疎
地
域
自
立
促
進
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計

画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
８ 

〔
略
〕 

 

 
 

   
 



 

二
九 

○
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）[

附
則
第
二
十
二
条
関
係]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

総
務
省
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項

各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日

ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

令
和
二
年
三
月
三
十
一

日 〔
削
る
〕 

    

令
和
四
年
三
月
三
十
一

日 

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨
時
交
付
金
に
関
す
る

こ
と
。 

〔
削
る
〕 

   

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊

 
 

 

附 

則 

 

（
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

平
成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
三
十
三
年
三
月

三
十
一
日 

   
平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日 

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨
時
交
付
金
に
関
す
る

こ
と
。 

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立

促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊



  

三
〇 

   

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日 

   

令
和
六
年
三
月
三
十
一

日 

   

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日 

    

土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振

興
山
村
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭

   

平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

    

土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振

興
山
村
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭



 

三
一 

    

令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日 

    

〔
略
〕 

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

〔
略
〕 

 
 

 

（
地
方
財
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

地
方
財
政
審
議
会
は
、
第
九
条
及
び
前
二
項
に
定
め
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
ほ
か
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

    

〔
新
設
〕 

     

〔
略
〕 

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

〔
新
設
〕 

    

〔
略
〕 

 
 

 

（
地
方
財
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

地
方
財
政
審
議
会
は
、
第
九
条
及
び
前
二
項
に
定
め
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
ほ
か
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 



  

三
二 

○
農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）[

附
則
第
二
十
三
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

１
・
２ 

〔
略
〕 

３ 

農
林
水
産
省
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。 

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

〔
削
る
〕 

    

令
和
四
年
三
月
三
十
一

日 

    

〔
削
る
〕 

    

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊

土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

１
・
２ 

〔
略
〕 

３ 

〔
略
〕 

   

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

平
成
三
十
三
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日 

    

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立

促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊

土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 



 

三
三 

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日 

   

令
和
六
年
三
月
三
十
一

日 

   

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日 

   

令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日 

  

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の

振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

   

〔
新
設
〕 

    

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
）
の

振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

〔
新
設
〕 

    



  

三
四 

 

関
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

〔
略
〕 

 
 

 
 

４ 

〔
略
〕 

 

 
 

 
 



 

三
五 

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）[

附
則
第
二
十
四
条
関
係]

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
二
条 

国
土
交
通
省
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で

の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

期 
 

 
 

限 
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

務 

  

〔
削
る
〕 

    

令
和
四
年
三
月
三
十
一

日 

   

  

〔
削
る
〕 

  

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊

土
壌
地
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
災
害
の

防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

  

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

 

平
成
三
十
三
年
三
月

三
十
一
日 

    

平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日 

   

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立

促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及

び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊

土
壌
地
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
災
害
の

防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 



  

三
六 

     

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日 

            

令
和
六
年
三
月
三
十
一

日 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

離
島
振
興
計
画
（
離
島
振
興
法
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
を
い
う
。
）
に
基

づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の

経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振
興
開

発
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
い
う
。
）
に
基
づ

く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経

費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

     

平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日 

            

平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

離
島
振
興
計
画
（
離
島
振
興
法
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
を
い
う
。
）
に
基

づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の

経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
う
。
）
の
振
興

及
び
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振
興
開

発
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
い
う
。
）
に
基
づ

く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経

費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 



 

三
七 

             

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日 

      

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の

行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。 

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
を
い

う
。
）
の
総
合
的
な
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る

こ
と
。 

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振

興
山
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関

す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。 

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援

             

平
成
三
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

      

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の

行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。 

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
を
い

う
。
）
の
総
合
的
な
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る

こ
と
。 

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振

興
山
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関

す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。 

 



  

三
八 

 
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日 

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

〔
略
〕 

  

（
審
議
会
等
の
設
置
の
特
例
） 

第
四
条 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
奄
美
群
島
振
興
開

発
審
議
会
は
、
本
省
に
置
く
。 

２ 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
小
笠
原
諸
島
振
興
開

発
審
議
会
は
、
本
省
に
置
く
。 

  

（
国
土
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
五
条 

国
土
審
議
会
は
、
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。 

 

 

〔
新
設
〕 

 

〔
新
設
〕 

   

 
 

２ 

〔
略
〕 

  

（
審
議
会
等
の
設
置
の
特
例
） 

第
四
条 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特

別
措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
奄
美
群
島
振

興
開
発
審
議
会
は
、
本
省
に
置
く
。 

２ 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別

措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
省
に
置
か
れ
る
小
笠
原
諸
島
振

興
開
発
審
議
会
は
、
本
省
に
置
く
。 

  
（
国
土
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

   



 

三
九 

 

期 
 

 
 

限 

法 
 

 
 

 
 

 
 

 

律 
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日 

 

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日 

    

〔
削
る
〕 

     

特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措

置
法 

 

離
島
振
興
法 

 
山
村
振
興
法 

半
島
振
興
法 

   

〔
削
る
〕 

   

 

期 
 

 
 

限 

法 
 

 
 

 
 

 
 

 

律 

平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日 

 

平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日 

 

平
成
三
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

総
合
的
な
国
土
の
形

成
を
図
る
た
め
の
国

土
総
合
開
発
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
九

号
）
附
則
第
六
条
に

規
定
す
る
日 

   

特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措

置
法 

 

離
島
振
興
法 

 

山
村
振
興
法 

半
島
振
興
法 

総
合
的
な
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
の
国
土

総
合
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
東
北
開
発
促

進
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
、
旧

九
州
地
方
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

第
六
十
号
）
、
旧
四
国
地
方
開
発
促
進
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
、
旧
北
陸
地

方
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
七

十
一
号
）
及
び
旧
中
国
地
方
開
発
促
進
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
百
七
十
二
号
） 



  

四
〇 

  
 

 

（
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
七
条 

 

     
 

社
会
資
本
整
備
審
議
会
は
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
ほ
か
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
四
月
（
同
法
第
三
十
条
第
十
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
項
を
処
理
す
る
。 

  

（
地
方
支
分
部
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
九
条 

地
方
整
備
局
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
分
掌
す
る
。 

 

  
 

 

（
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
七
条 

社
会
資
本
整
備
審
議
会
は
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
際
観

光
文
化
都
市
の
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
。 

２ 

社
会
資
本
整
備
審
議
会
は
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び

前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関

係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
四
月
（
同
法

第
三
十
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。 

  

（
地
方
支
分
部
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
九
条 

〔
略
〕 

    



 

四
一 

 

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

 

令
和
四
年
三
月
三
十
一

日 

  

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日 

    

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日 

  

特
殊
土
壌
地
帯
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に

関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す

る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進

に
関
す
る
事
務 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す

る
事
務 

振
興
山
村
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の

他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す

る
事
務 

 
 

２ 

〔
略
〕 

 

期 
 

 
 

限 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

 

平
成
三
十
四
年
三
月

三
十
一
日 

  

平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日 

   

平
成
三
十
七
年
三
月

三
十
一
日 

 

特
殊
土
壌
地
帯
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に

関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す

る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進

に
関
す
る
事
務 

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す

る
事
務 

振
興
山
村
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の

他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務 

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す

る
事
務 

 
 

２ 

〔
略
〕 

 
 


